
農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
要
綱

第
一

震
災
特
例
組
合
等
に
係
る
特
定
優
先
出
資
等
の
取
得
の
申
込
み
等

一

指
定
支
援
法
人
は
、
農
林
中
央
金
庫
か
ら
震
災
特
例
組
合
等
が
発
行
す
る
優
先
出
資
の
引
受
け
等
に
係
る
要
請
を
受
け

た
場
合
に
お
い
て
、
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
機
構
に
対
し
特
定
優
先
出
資
等
の
取
得
に
係
る
申
込
み
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
農
林
中
央
金
庫
を
通
じ
て
、
当
該
要
請
に
係
る
震
災
特
例
組
合
等
に
対
し
、
信
用
事
業
強
化
計
画
の
提
出

を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

機
構
は
、
指
定
支
援
法
人
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
一
の
申
込
み
を
受
け
た
と
き
は
、
主
務
大
臣
に

対
し
、
指
定
支
援
法
人
と
連
名
で
、
当
該
申
込
み
に
係
る
特
定
優
先
出
資
等
の
取
得
を
行
う
か
ど
う
か
の
決
定
を
求
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
関
係
）

第
二

信
用
事
業
強
化
計
画
等

指
定
支
援
法
人
が
第
一
の
二
の
申
込
み
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
申
込
み
に
係
る
特
定
優
先
出
資
等
に
係
る
震
災
特
例
組

合
等
は
、
機
構
を
通
じ
て
、
信
用
事
業
強
化
計
画
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
農



林
中
央
金
庫
は
、
機
構
を
通
じ
て
、
信
用
事
業
強
化
指
導
計
画
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
附
則
第
四
条
関
係
）

第
三

震
災
特
例
組
合
等
に
係
る
特
定
優
先
出
資
等
の
取
得
の
決
定

主
務
大
臣
が
信
用
事
業
強
化
計
画
等
の
提
出
を
受
け
た
と
き
に
お
い
て
特
定
優
先
出
資
等
の
取
得
を
行
う
べ
き
旨
の
決
定

を
す
る
た
め
の
要
件
等
を
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
五
条
関
係
）

第
四

信
用
事
業
強
化
計
画
等
の
公
表

主
務
大
臣
は
、
第
三
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
信
用
事
業
強
化
計
画
等
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
六
条
関
係
）

第
五

信
用
事
業
強
化
計
画
等
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
の
監
督
上
の
措
置

一

計
画
提
出
組
合
等
又
は
農
林
中
央
金
庫
は
、
信
用
事
業
強
化
計
画
又
は
信
用
事
業
強
化
指
導
計
画
の
履
行
状
況
に
つ
い

て
、
機
構
が
取
得
し
た
特
定
優
先
出
資
等
の
全
部
に
つ
き
そ
の
処
分
を
し
、
又
は
償
還
等
を
受
け
る
ま
で
の
間
、
主
務
大

臣
に
対
し
、
報
告
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

主
務
大
臣
は
、
機
構
が
取
得
し
た
特
定
優
先
出
資
等
の
全
部
に
つ
き
そ
の
処
分
を
し
、
又
は
償
還
等
を
受
け
る
ま
で
の



間
、
信
用
事
業
強
化
計
画
等
の
履
行
状
況
に
照
ら
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
計
画
提
出
組
合
等
又
は
農
林
中

央
金
庫
に
対
し
、
監
督
上
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。（

附
則
第
八
条
及
び
第
九
条
関
係
）

第
六

信
用
事
業
強
化
計
画
の
実
施
期
間
が
終
了
し
た
後
の
措
置

一

機
構
が
取
得
し
た
特
定
優
先
出
資
等
に
係
る
震
災
特
例
組
合
等
は
、
信
用
事
業
強
化
計
画
の
実
施
期
間
が
、
機
構
が
当

該
特
定
優
先
出
資
等
の
全
部
に
つ
き
そ
の
処
分
を
し
、
又
は
償
還
等
を
受
け
る
ま
で
の
間
に
終
了
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
新
た
な
信
用
事
業
強
化
計
画
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

農
林
中
央
金
庫
は
、
震
災
特
例
組
合
等
が
一
に
よ
り
新
た
な
信
用
事
業
強
化
計
画
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
新

た
な
信
用
事
業
強
化
指
導
計
画
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
条
関
係
）

第
七

震
災
特
例
組
合
等
の
合
併
等
の
認
可

一

機
構
が
取
得
し
た
特
定
優
先
出
資
等
に
係
る
震
災
特
例
組
合
等
は
、
合
併
等
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め

、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
認
可
要
件
等
を
定
め
る
こ
と
。

二

一
の
認
可
を
受
け
て
合
併
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
合
併
等
に
係
る
承
継
組
合
等
が
あ
る
と
き
は
、
当
該



承
継
組
合
等
は
信
用
事
業
強
化
計
画
を
、
農
林
中
央
金
庫
は
信
用
事
業
強
化
指
導
計
画
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

第
八

総
会
等
の
特
別
議
決
に
関
す
る
特
例

震
災
特
例
組
合
等
が
第
一
の
一
の
要
請
に
係
る
優
先
出
資
を
発
行
す
る
場
合
に
お
け
る
総
会
等
の
議
決
は
、
出
席
し
た
組

合
員
等
の
議
決
権
の
三
分
の
二
以
上
に
当
た
る
多
数
を
も
っ
て
、
仮
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
十
二
条
関
係
）

第
九

資
本
準
備
金
に
関
す
る
特
例

特
別
対
象
組
合
等
は
、
特
定
優
先
出
資
等
に
係
る
優
先
出
資
の
消
却
を
行
う
た
め
、
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に

関
す
る
法
律
第
四
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
消
却
に
必
要
な
額
に
限
り
、
資
本
準
備
金
の
額
を
減
少
し
て
、

剰
余
金
の
額
を
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
十
三
条
関
係
）

第
十

自
己
優
先
出
資
の
消
却
に
関
す
る
特
例

一

特
別
対
象
組
合
等
は
、
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
特
定
優
先
出
資
等
に
係
る
優
先
出
資
の
消
却
を
行
う
た
め
、
資
本
金
の
額
を
減
少
し
て
、
剰
余
金
の
額
を
増
加
す
る
こ



と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

特
別
対
象
組
合
等
に
係
る
特
定
優
先
出
資
等
に
係
る
優
先
出
資
に
つ
い
て
は
、
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関

す
る
法
律
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
消
却
の
ほ
か
、
一
に
よ
り
増
加
し
た
剰
余
金
の
額
を
も
っ
て
自
己
の
特

定
優
先
出
資
等
に
係
る
優
先
出
資
を
取
得
し
て
消
却
を
行
う
場
合
等
に
は
、
総
会
等
の
議
決
に
よ
っ
て
消
却
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
十
四
条
関
係
）

第
十
一

認
定
の
申
請

特
別
対
象
組
合
等
は
、
機
構
に
よ
る
特
定
優
先
出
資
等
の
取
得
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
（
や
む

を
得
な
い
事
情
に
よ
り
当
該
日
に
申
請
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
日
か
ら
一
定
の
期
間
を
経
過

し
た
日
）
ま
で
に
、
第
十
二
の
認
定
又
は
第
十
三
の
認
定
の
い
ず
れ
か
を
主
務
大
臣
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。

（
附
則
第
十
五
条
関
係
）

第
十
二

信
用
事
業
が
改
善
し
た
旨
の
認
定

一

特
別
対
象
組
合
等
は
、
経
営
困
難
農
水
産
業
協
同
組
合
で
な
く
、
か
つ
、
そ
の
財
務
の
状
況
が
、
資
産
の
額
が
負
債
の

額
に
機
構
が
取
得
し
た
特
定
優
先
出
資
等
の
う
ち
優
先
出
資
の
額
を
加
え
た
額
を
下
ら
な
い
場
合
と
し
て
主
務
省
令
で
定



め
る
場
合
は
、
信
用
事
業
が
改
善
し
た
こ
と
を
示
す
た
め
に
必
要
な
書
類
及
び
特
別
信
用
事
業
強
化
計
画
を
主
務
大
臣
に

提
出
し
て
、
農
林
中
央
金
庫
と
連
名
で
、
当
該
特
別
対
象
組
合
等
の
信
用
事
業
が
改
善
し
た
旨
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

特
別
対
象
組
合
等
が
一
に
よ
る
申
請
を
行
う
場
合
に
は
、
農
林
中
央
金
庫
は
、
特
別
信
用
事
業
強
化
指
導
計
画
を
主
務

大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

主
務
大
臣
が
特
別
信
用
事
業
強
化
計
画
等
の
提
出
を
受
け
た
と
き
に
お
い
て
特
別
対
象
組
合
等
の
信
用
事
業
が
改
善
し

た
旨
の
認
定
を
行
う
た
め
の
要
件
等
を
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
十
六
条
関
係
）

第
十
三

信
用
事
業
再
構
築
に
伴
う
資
本
整
理
を
可
と
す
る
旨
の
認
定

特
別
対
象
組
合
等
は
、
そ
の
財
務
の
状
況
が
、
資
産
の
額
が
負
債
の
額
に
機
構
が
取
得
し
た
特
定
優
先
出
資
等
の
う
ち
優

先
出
資
の
額
を
加
え
た
額
を
下
ら
な
い
場
合
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
し
な
い
と
き
は
、
資
本
整
理
等
実
施

要
綱
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
て
、
農
林
中
央
金
庫
と
連
名
で
、
信
用
事
業
再
構
築
に
伴
う
資
本
整
理
を
可
と
す
る
旨
の
認
定

を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
認
定
要
件
等
を
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
十
七
条
関
係
）

第
十
四

優
先
出
資
の
消
却
に
必
要
な
金
銭
の
贈
与



認
定
特
別
対
象
組
合
等
又
は
相
手
方
組
合
等
は
、
資
本
整
理
と
し
て
特
定
優
先
出
資
等
に
係
る
優
先
出
資
の
消
却
を
行
う

必
要
が
あ
る
と
き
は
、
機
構
が
、
当
該
消
却
を
行
う
た
め
に
必
要
な
金
銭
の
贈
与
を
行
う
こ
と
を
、
指
定
支
援
法
人
と
連
名

で
、
機
構
に
申
し
込
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
十
八
条
関
係
）

第
十
五

損
害
担
保
契
約
に
係
る
損
失
の
補
塡

認
定
特
別
対
象
組
合
等
又
は
相
手
方
組
合
等
は
、
機
構
が
、
認
定
特
別
対
象
組
合
等
又
は
相
手
方
組
合
等
に
お
い
て
損
害

担
保
契
約
の
履
行
に
よ
り
生
ず
る
損
失
の
一
部
を
補
塡
す
る
た
め
の
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
、
機
構
に
申
し
込
む
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
十
九
条
関
係
）

第
十
六

機
構
の
業
務
の
特
例

一

機
構
は
、
当
分
の
間
、
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
震
災
特
例
業
務
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
震
災
特
例
業
務
に
係
る
経
理
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
の
経
理
と
区
分
し
、

震
災
特
例
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

機
構
は
、
第
十
三
の
認
定
に
係
る
資
本
整
理
と
し
て
特
定
優
先
出
資
等
に
係
る
優
先
出
資
に
つ
き
消
却
等
が
行
わ
れ
た

こ
と
に
伴
い
震
災
特
例
勘
定
に
損
失
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
一
般
勘
定
か
ら
、
当
該
損
失
の
額
の
範
囲
内
に
限
り
、
震
災



特
例
勘
定
に
繰
入
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
関
係
）

第
十
七

そ
の
他

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。


